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加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 

 

 地方自治法第９９条及び松伏町議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり
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加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 

 

 加齢性難聴は日常生活に支障をきたし、コミュニケーションを困難にするなど生活

の質を落とす大きな要因になっています。最近では、加齢性難聴によるコミュニケー

ションの減少によって、鬱や認知症の危険因子になることも指摘されています。 

 わが国の難聴者率は欧米諸国と大差がないにもかかわらず、補聴器使用率は難聴者

１，４３０万人のうち１４．４％の約２１０万人（「日本補聴器工業会」調べ）にす

ぎず、欧米諸国に比べて極端に低くなっています。これは、難聴を「医療」のカテゴ

リーでとらえて補助制度がある欧米に比べ、わが国は「障害者」のカテゴリーでとら

えて補聴器購入に対する補助対象を絞り込んでいるためです。 

国の補助対象は身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者で、障害者手帳を

持つ両耳の平均聴力レベルが７０デシベル以上の高度・重度難聴者に限られています。

一方、補聴器の値段は片耳だけで３万円から２０万円、両耳だと１０万円から５０万

円にもなり、保険適用がないため全額自己負担となっています。また、低所得者にと

っては、補聴器の購入そのものが困難と言わざるを得ません。このため、わが国でも

一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対する助成制度が実施されているところです。 

補聴器のさらなる普及は、高齢になっても生活の質を落とさず、心身とも健やか

に過すことができ、高齢者の社会参加の促進、認知症の予防、ひいては健康寿命の延

伸、医療費の抑制にもつながるものと考えられます。 

よって、国におかれましては、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度

を創設されるよう強く要望します。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 
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